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当金庫は、マネー・ロンダリング（資金洗浄）およびテロ資金供与防止対策を適切に実施するため、
現金による外国送金（国内外貨建・非居住者円建を含む）の受付を行っておりません。
何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。


